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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、株主、取引先、従業員及び地域社会などあらゆる利害関係者からの信頼を得るため、企業としての社会的責任を果たし、企業の価値を
継続して高めることが重要であると認識しております。このためにも経営の適正化を促す牽制メカニズムを導入して経営組織の整備や経営への監
視機能を強化することにより、透明性、公平性、効率性の高い経営を目指してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２ ④】

　当社は、株主構成に留意しつつ、ホームページにおいて英文による情報開示等の必要な措置を検討しております。また、インターネットによる議
決権行使の導入や招集通知の英訳についても検討可能な体制を構築してまいります。

【補充原則３－２ ②】

　（ⅰ）当社は、高品質な監査を可能とする十分な監査時間の確保のため、また適時の経営意思決定のための決算早期化を経営課題と認識

　　　　して取り組んでおり、本年度中に改善する計画を推進しております。

　　　　また、監査等委員会監査についても、監査等委員からの質問、資料提出要請等にあたっては迅速に対応し、十分な監査時間を確保い

　　　　たします。

　（ⅱ）外部会計監査人と経営幹部との面談等については、要請の有無に関わらず定期的に面談時間を確保し対応を行っております。

　（ⅲ）外部会計監査人と社外取締役を含む監査等委員、内部監査室は、三様監査の実効性を高めるべく、会計監査や業務監査において

　　　　十分な連携を確保しております。具体的には、外部会計監査人の監査等委員会への出席や海外拠点への同行による同時監査を行う

　　　　こととしております。

　（ⅳ）不正や不備、問題点の指摘への対応については管掌取締役が中心となり、事案の内容に応じてコンプライアンス委員会を開催する等、

　　　　調査・是正・対策を行い、必要に応じて取締役会に報告する体制を構築しております。また、監査等委員会は、常勤監査等委員が中心

　　　　となり、内部監査部門や関連部門と連携をとり、調査を行うとともに、必要な是正を求めることとしております。

【補充原則４－１ ③】

　現時点で最高経営責任者の後継問題について取締役会は主体的に関与しておりませんが、後継者育成の観点から役付執行役員をグループ経
営会議等に出席(陪席)させることにより、経営への参画の機会を設けて、育成を図っております。

　今後、後継者育成の計画の策定・運用に関して取締役会にて検討に努めてまいります。

【補充原則４－２ ①】

　取締役の基本報酬は、取締役会の諮問機関の位置づけである指名・報酬委員会の同意の上、取締役会において決定いたします。業績連動報
酬については、当該事業年度における会社業績と取締役個人の職責・成果を報酬に反映するよう、指名・報酬委員会にて制度設計を行ってまいり
ます。

　また、基本報酬、業績連動報酬に加え、株式報酬も含めた役員報酬制度の更なる高度化に取り組んでまいります。

【原則４－１１．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　当社の取締役会は、年齢、性別によらず、優れた人格、見識、高い倫理観を有し、かつ知識・経験・能力を備えている取締役によって構成するこ
ととしております。現在、当社の取締役は全員男性かつ日本人となっておりますが、執行役員に外国人２名（うち女性１名）を登用しており、引き続
き取締役会におけるジェンダーや国際性の面での多様性確保について検討してまいります。

　なお、当社の監査等委員会は、企業経営経験者、弁護士、公認会計士から構成されており、経営・法務・財務・会計に関する十分な知見を有して
いる者を選任しております。

【補充原則４－１１ ③】

　当社取締役会は、社外取締役の意見を積極的に取り込むことで、取締役会としての判断や会議の運営等、全体の実効性を高めるよう努めてお
り、現状、公正かつ高度で建設的な意見交換が活発になされ、経営に十分に反映されております。

　今後、各取締役の自己評価も踏まえつつ、実効性を分析評価する制度の構築について検討してまいります。

【補充原則４－１４②】

　当社では、取締役（監査等委員である取締役を含む）に全般的に適用されるトレーニングの方針を定めておりませんが、当社の取締役は企業の
経営経験者、弁護士、会計士等、会社の事業・財務・組織等に関する知識・経験は豊富であり、当社の取締役としての資質を維持するため、各自
が所属する団体のセミナーや勉強会において、必要な知識の習得や研鑽に努めております。 また、コンプライアンスに関して、取締役を対象とし

た研修を実施するよう努めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．政策保有株式】

　当社の純投資目的以外の投資を行う際の基本方針は、当社の事業において密接な関係のある業務提携先及び取引先との関係を総合的に勘
案し、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に限り、当該取引先の株式を保有します。政策保有株式については、毎年、取



締役会において、個別銘柄ごとに保有意義の精査を行い、保有の適否を検証します。検証の結果、保有の合理性が認められなくなったと判断され
る銘柄については縮減を図ります。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

　当社では、取締役、取締役が実質的に支配する法人、及び主要株主と関連当事者間取引を行う場合は、取締役会での審議・決議を要することと
しています。また、当社及び子会社を含む全ての役員に対して、年１回、関連当事者間取引の有無について確認する調査を実施しております。

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、本件の対象となる年金制度は導入しておりません。

【原則３－１．情報開示の充実】

　（ⅰ）経営理念は当社ホームページ上で開示しております。経営上のトピックスおよび中期経営計画についても決算説明資料等にてホーム

　　　　ページ上で開示しております。

　（ⅱ）コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方と基本方針を当社ホームページ、コーポレート・ガバナンスに関する報告書及び有価証券

　　　　報告書にて開示しております。

　（ⅲ）取締役の報酬等については、株主総会で決議された総枠の中で、取締役（監査等委員である取締役を除く）は、委員の過半数を独立

　　　　社外取締役で構成する指名・報酬委員会の同意を得て、取締役会の決議により決定することとしております。監査等委員である取締役

　　　　の報酬については、監査等委員の協議により決定することとしております。

　（ⅳ）業務を執行する取締役については、当社業務に精通し、品格・知見・実行力の優れた人物を候補者として選任することとして、任意で

　　　　設置した指名・報酬委員会における選任基準を定めることとしております。

　　　　社外取締役については、高度な専門性をもち、豊富な経験及び幅広い見識に基づき、取締役会の意思決定への助言及び取締役の業務

　　　　執行の監督を行うなど、コーポレート・ガバナンスに寄与する人物を候補者として選任することとしております。

　　　　監査等委員である取締役については、経営、会計ないしは法律に関する高度な専門知識と豊富な知見を有し、経営監視機能の客観性

　　　　及び中立性の観点をもって監査等を行うことのできる人物を候補者として選任することとしております。

　　　　なお、上記の取締役が、法令・定款・社内規程等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当で

　　　　あると判断される場合には、指名・報酬委員会において解任につき審議することとなります。

　（ⅴ）当社は、社外取締役候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示しています。

【補充原則４－１①】

　当社では、取締役会規程に取締役会決議事項、報告事項を明確に定めております。また、職務権限規程において、経営上の重要事項及び経営
上影響が大きいと考える一定以上の規模の取引類型については取締役会決議を要することとしております。並びに、規程等管理規程において、
内部統制上重要な規程の改廃には取締役会決議を要することとしております。

経営陣については、ＵＭＣグループ管理規程を定めてリポートラインを明確にするとともに、職務権限規程により決裁権限の範囲を明確に定め、
機動的な業務執行と内部牽制を両立させることを可能とする体制を整備しております。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、会社法および東京証券取引所の独立性に関する基準に加え、当社の経営に率直かつ建設
的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しており、今後の候補者につきましても同様の基準で選定していく考えです。なお、当社の
社外取締役の独立性の基準について公表しております。

【補充原則４－１１①】

　当社では、現在６名の取締役、うち３名が監査等委員として就任しており、迅速な意思決定と内部牽制を両立して推進していく規模として適切な
ものと考えております。また、監査等委員は、企業経営経験者のほか、弁護士、公認会計士の専門知識を有する者から構成することで、各々の専
門分野の観点から適切な助言監督がされる体制としております。

　取締役の選任に関する方針・手続きに関して、任意の指名報酬委員会を設置しており、同委員会の同意を得て選任案を決議することとしており
ます。

【補充原則４－１１②】

　当社の取締役は、その役割・責務を適切に果たすために十分な時間と労力を当社業務に振り向けられるよう、兼任先等を勘案して合理的な範
囲にとどまる候補者を選任しております。

　なお、これら当社の取締役の他の上場会社の兼任情報は、株主総会招集ご通知や事業報告書で開示しております。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

　当社では ＩＲ担当部門を設置しており、積極的に機関投資家等に対する決算説明会を開催するよう努めております。また、同内容はインターネッ

トを通じ、資料を掲載することでフェア・ディスクロージャーに努めております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

Ｓ・ウチヤマ・ホールディングス有限会社 3,605,720 18.69

Ｈ・ウチヤマ・ホールディングス有限会社 1,482,880 7.69

Ｏ・ウチヤマ・ホールディングス有限会社 1,253,680 6.50

株式会社豊田自動織機 965,280 5.00

東京センチュリー株式会社 797,200 4.13

ＮＯＫ株式会社 689,600 3.57

株式会社商工組合中央金庫 447,200 2.32

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 364,300 1.89



株式会社みずほ銀行 335,400 1.74

ＵＭＣグループ社員持株会 289,920 1.50

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 電気機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

大年　浩太 他の会社の出身者 ○

前原　修身 他の会社の出身者

尾関　　純 公認会計士

中村　克己 弁護士 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

大年　浩太 　 　

大年浩太氏は、株式会社豊田自動織機
の経営役員であり、同社グループは当社
の特定関係事業者（主要な取引先）に該
当いたします。

大年浩太氏は、大手自動車部品メーカーでの
豊富な業務管理の経験及び知見に基づき、主
に業務執行の決定の客観性の向上に寄与して
いただけるものと判断したためであります。



前原　修身 ○ ○ ―――

前原修身氏は、長年にわたる企業経営の経歴
で培われた経験及び知見に基づき、経営監視
機能の客観性及び中立性の確保に寄与するも
のと考えております。

また、独立役員の要件をみたしており、中立・
公正な立場を保持し、一般株主との利益相反
のおそれがないと判断したため、独立役員に指
定しました。

尾関　　純 ○ ○ ―――

尾関 純氏は、監査法人、会社社外取締役（監

査等委員）での経歴で培われた経験及び公認
会計士としての知見に基づき、経営監視機能
の客観性及び中立性の確保に寄与するものと
考えております。

また、独立役員の要件をみたしており、中立・
公正な立場を保持し、一般株主との利益相反
のおそれがないと判断したため、独立役員に指
定しました。

中村　克己 ○ 　

社外取締役中村克己氏は国広総合法律
事務所のパートナー弁護士であり、当社
は直近で国広総合法律事務所に対し弁護
士報酬の支払いを行ったことがあります。

中村克己氏は、会社社外取締役（監査等委員）
での経歴で培われた経験及び弁護士としての
知見に基づき、経営監視機能の客観性及び中
立性の確保に寄与するものと考えております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置し、事務局は監査等委員の指揮命令に基づき業務を行うこととしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査等委員会は、会計監査人（EY新日本有限責任監査法人）からその職務の執行状況について報告を受け、定期的に意見及び情報の交換を
行うなど緊密な連携を図ってまいります。

　また、内部監査室より内部監査の結果及び改善状況並びに財務報告に係る内部統制の評価の状況等について報告を受けるほか、必要に応じ
て、内部監査計画の変更、追加監査及び必要な調査等について、内部監査室に勧告又は指示を行うこととしております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 2 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 2 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明



　取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、指名・
報酬委員会を設置しております。委員は過半数を独立社外取締役が務めることとしており、独立社外取締役２名及び取締役社長で構成されており
ます。委員会は必要に応じて開催し、取締役及び執行役員の指名・報酬に係る事項について審議したうえで、その結果を取締役会へ答申いたし
ます。

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

　業績向上への意欲と士気を一層高めることを目的として、当社の取締役および執行役員を対象にストックオプションとして新株予約権を付与して
おります。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、その他

該当項目に関する補足説明

　その他付与対象者は、当社執行役員であります。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　総額及び限度額を有価証券報告書にて開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役の報酬限度額は、2020年３月27日開催の臨時株主総会において年額300百万円以内（うち社外取締役分100百万円以内）と決議されてお
ります。

　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬は、基本報酬、業績連動報酬から構成されており、それぞれの報酬については、委員の過半数
を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の同意の上、取締役会で決定することとしております。

　また、基本報酬、業績連動報酬に加え、株式報酬も含めた役員報酬制度の更なる高度化に取り組んでまいります。

　監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年３月27日開催の臨時株主総会において年額100百万円以内と決議されており、それぞれの報
酬については、監査等委員の協議にて決定しております。

　監査等委員である取締役の報酬に関しては、客観的立場から執行を監督する立場を担うことから、基本報酬のみの構成としております。

【社外取締役のサポート体制】

　社外取締役（監査等委員である取締役を除く）のサポートについては、人事総務部が適宜必要な説明・情報提供等を行うこととしております。

　また、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社は取締役会を毎月開催することで、経営に係る重要事項の決定および取締役の職務執行の監督を行っております。

　取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く）３名（うち社外取締役１名）及び監査等委員である取締役３名（うち社外取締役３名）で構
成され、経営の基本方針等重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行と執行役員の業務執行を監督しております。また、会社経営等に
おける豊富な経験と高い識見を有する社外取締役を選任し、取締役会において、適宜意見、質問を受けるなど、社外取締役の監督機能を通して、
客観的な視点からも、取締役会の意思決定および取締役の職務執行の適法性・妥当性を確保しております。

　当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会が経営監視の役割を担っております。監査等委員会



は、当社の内部統制システムを活用した監査を行い、監査等委員会事務局から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるととも
に、必要に応じて、当社及びグループ会社の取締役、執行役員、業務執行部門に対して報告を求めることができる体制としております。

　取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。委員の過半数を独立社外取締
役が務めることとしており、独立社外取締役２名及び取締役社長で構成されております。委員会は必要に応じて開催し、取締役及び執行役員の指
名・報酬に係る事項について審議したうえで、その結果を取締役会へ答申いたします。

　監査等委員会は、内部監査室から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるとともに、また、随時、会計監査人とも連携を図りな
がら、取締役及び執行役員の業務執行の状況を監査、監督しております。

　当社は、監査等委員会の職務を補助するため監査等委員会事務局を設置して、監査実務の実効性を高める施策を講じております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、監査・監督機能を強化することを目的として、監査等委員
会設置会社という経営形態を選択しております。

　また、複数の社外取締役の招聘や、指名・報酬委員会の設置により、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現を図り、ま
た、内部監査体制を確立するとともに、各々について定期的に取締役会での報告を行うことで、取締役会による、取締役の職務執行と執行役員の
業務執行の監督を実効性あるものとしております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 　法定期日よりも極力前倒しして早期発送に努めてまいります。

集中日を回避した株主総会の設定 　より多くの株主の皆様が出席できるような日程を設定致します。

電磁的方法による議決権の行使
　株主構成を確認した上で、インターネットによる議決権行使の導入を検討してまいりま
す。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

同上

招集通知（要約）の英文での提供 　海外投資家比率を確認した上で検討してまいります。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
　当社のディスクロージャーポリシーにつきましては、当社ホームページにて公
表しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
　証券会社と共催の説明会を開催しており、資料もホームページ上で開示して
おります。今後も積極的に開催してまいります。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　本決算公表後、説明会を開催しており、資料もホームページ上で開示してお
ります。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 　株主構成を確認の上検討してまいります。 なし

IR資料のホームページ掲載 　決算説明会で使用した資料等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 　担当部署を管理本部経営企画部に設置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　当社グループは、「ＵＭＣグループＣＳＲ基本方針」を制定し、全てのステークホルダーの
皆様の立場を尊重する方針を規定しております。当社ホームページに、ＣＳＲ基本方針を
開示しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当社グループは、「ＵＭＣグループＣＳＲ基本方針」に基づき「ＣＳＲ行動規範」を定め、ＣＳ
Ｒ推進体制を構築し、実行に移しております。

　当社グループは、「ＵＭＣグループＣＳＲ基本方針」に基づき「ＣＳＲ行動規範」を定め、ＣＳ
Ｒ推進体制を構築し、実行に移しております。

環境保全活動については、地球市民の責務として受け止め、自主的かつ積極的に、地球
温暖化防止、資源の有効活用等、すべての事業遂行過程においてエネルギー効率向上、
省資源・再資源化等に積極的に取り組み、また、環境に配慮した技術革新の推進を行うと
共に、環境保全の継続的な活動に全員参加で取り組んでおります。加えて、国連のグロー
バルコンパクトに参加し、その１０原則の精神に基づき、人権、労働、環境、腐敗防止に配
慮した企業経営を目指しております。



ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　当社は、株主、投資家をはじめとするステークホルダーの皆様に対して、当社の財政状
態・経営成績等の財務情報や経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非
財務情報を提供することに積極的かつ継続的に取り組むことをディクロージャーポリシーと
して定めています。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．取締役及び執行役員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　①当社グループは、「ＵＭＣグループ行動規範」を定め、取締役・執行役員は、当該行動規範を遵守し、法令、定款及び社会規範に則って

　　行動します。

　②当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、2020年3月に「監査等委員会設置会社」に移行し、社外取締役の活用等により

　　取締役会の監督機能を強化しております。

　　監査等委員会は、取締役の職務の執行の監査等を行います。

　　また、取締役は、取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務の

　　執行状況を相互に監視、監督します。

　③当社は、取締役の指名・報酬等の決定に関し、その公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役

　　会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会における審議を経て、取締役会の決議により決定します。

　④当社は、社外取締役を委員長とし、監査等委員である取締役を含むコンプライアンス委員会を設置して、当社グループ全体のコンプライアン
ス　　体制に係る規程の改廃およびコンプライアンス体制上の重要な問題を審議します。規定されたコンプライアンス体制は、ＣＳＲ推進部が事務

　　局となって運営・管理します。

　⑤取締役・執行役員に対して、コンプライアンスの教育・研修を継続的に実施します。

　⑥取締役（監査等委員である取締役を除く）は、その業務執行にあたり、取締役会及び各会議体においては、法令、定款及び社内規程に

　　基づき、附議事項を総合的に検討したうえで意思決定を行います。また、これらの主要会議体への附議事項を定めた規程類等に基づき、

　　適切に附議を行います。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　①取締役は、株主総会、取締役会の議事録と関連資料、その他取締役の職務執行に関する重要な文書を法令及び関係規程に基づき、

　　それぞれの担当部門において適切に保存・管理します。

　②これらの文書について、取締役等から業務上の理由により閲覧の申請があった場合には速やかに閲覧できる仕組みを整えます。

３．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　①予算管理制度や資産管理制度等により会社の利益・財産を適切に管理するとともに、職務権限規程に基づく稟議制度等により所定の

　　権限及び責任に基づいて業務及び予算の執行を行います。重要案件については、取締役会や各会議体への附議基準を定めた規程に

　　基づき適切に附議を行います。

　②当社は、企業活動の持続的発展を脅かすあらゆるリスクに対処するため、リスク管理を実施します。コンプライアンス委員会において、

　　当社グループのリスク管理事項について問題が発生した場合、速やかにその評価を行い、各関係部門と連携し改善策を策定するとともに、

　　遅滞なくステークホルダーへ開示してまいります。

　③経営に重大な影響を及ぼす緊急事態が発生した場合、代表取締役社長以下、取締役はリスク管理規程等に基づき、被害を最小限に止

　　めるとともに、事業の継続性確保及び早期復旧に向けた対応を図ります。

４．当社及び子会社の取締役・執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　①取締役会は、業務執行を担当する取締役・執行役員の業務分掌に基づき、また中期経営計画及び年度予算に基づいて業績目標を設定
し、　　　当該取締役・執行役員に業務の執行を行わせます。

　②上記取締役・執行役員は、業務執行を委任された事項について、現場からの的確な情報収集に努め、諸規程に定める手続き等に基づき、

　　必要な決定と業務執行を行います。

　③内部監査部門は、取締役・執行役員の業務執行状況を把握し改善を図るため、監査等委員会と緊密な連携を取りながら内部監査を実施

　　します。

５．当社及び子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　①当社は使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、企業理念、「ＵＭＣグループ行動規範」、コンプライアンス

　　規程、その他諸規程を整備し、それらの遵守を徹底する体制を構築いたします。

　②取締役及び執行役員は、当社使用人へのコンプライアンス教育・研修を継続的に行います。

　③使用人は、法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、内部通報制度での通報を行い、通報内容はコンプラ

　　イアンス委員会において管理されます。コンプライアンス委員会では通報内容に対する対応方針、対応策及び再発防止策について検討し、

　　コンプライアンス担当部門等の関連部門に対してその実施を指示します。

　④代表取締役社長は、内部監査部門を直轄いたします。内部監査部門は、代表取締役社長の指示に基づき、業務執行状況の内部監査を

　　行います。

６．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制並びに子会社取締役の職務の執行に係る事項の当社への報
告に関する体制

　企業集団での業務執行の決定および業務の執行の適正を確保するため、当社の取締役および執行役員を子会社の役員に選任しており、「ＵＭ
Ｃグループ管理規程」を制定しております。

　①子会社の役員は、「ＵＭＣグループ管理規程」において定められている報告事項を、定期・不定期に当社に報告する責任を負っています。

　②子会社の役員は、当社が定めるリスク管理の規程に基づいてリスク管理を実施し、「UMCグループ管理規程」にしたがって当社に報告を

　　行う責任を負っています。

　③「ＵＭＣグループ管理規程」に基づき、当社管理本部が子会社に関連する業務を担当するとともに、内部監査部門が、当社グループ内に

　　おける内部監査を実施し子会社の業務が効率的に行われていることを確保します。

　④当社は、単体としての業務執行が法令及び定款に適合することを確保するための諸施策に加え、当社グループの企業集団としての業務の

　　適正と効率性を確保するために必要なグループとしての規範を遵守していきます。

　⑤内部監査部門は、監査等委員会との緊密な連携を構築することにより、当社グループの連結経営に対応したグループ全体の監査を実効的

　　かつ適正に行います。

　⑥当社を除く当社グループ各社に、本社直轄の内部監査部門を設置又は内部監査機能を適切な部門に兼任させ、自社内の独立的モニタリ

　　ング体制を確保します。

７．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項



　①監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置くことが必要と判断し、これを求めた場合、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置く

　　ことができます。当該使用人は、当社業務を熟知し、計数的な知見を有する使用人といたします。

　②当該使用人は、監査等委員会の指揮命令に従い、その業務を行います。

８．前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項

　①前号の使用人の独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等、人事権にかかわる事項の決定には、監査等委員会の事前同意を

　　得ます。

　②当該使用人の人事考課は、監査等委員会が行います。

９．監査等委員会のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　①補助使用人は、監査等委員に同行して、取締役会その他の重要な会議に出席する機会を確保します。

　②補助使用人は、監査等委員に同行して、代表取締役社長や会計監査人と定期的に意見交換をする場に参加します。

　③取締役、執行役員及び使用人は、補助使用人の業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力します。

１０．取締役、執行役員及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

　①業務執行を担当する取締役及び執行役員は、取締役会等の主要な会議体において、随時その担当する業務の執行状況の報告を行います。

　②業務執行を担当する取締役、執行役員及び使用人は、(1)当社グループの信用を大きく低下させた、又はそのおそれのあるもの、(2) 当社

　　グループの業績に大きな悪影響を与えた、又はそのおそれのあるもの、(3) 当社グループ内外に、環境、安全、衛生面で重大な被害を与え

　　た、あるいはそのおそれのあるもの、(4)重大な企業行動規範への違反、等につき、発見次第速やかに監査等委員会に対して報告を行い

　　ます。取締役・執行役員及び使用人は、監査等委員会からの求めに応じ、定期的及び随時に監査等委員会に業務の執行状況、コンプライ

　　アンスやリスクマネジメントなどの内部統制システムの整備及び運用状況等の報告を行います。

　③監査等委員会への情報提供者に対し、情報提供を行ったことを理由として、当該情報提供者に対する不当な扱いをすることを禁止して

　　います。

　④監査等委員会がその業務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは速やかに当該費用について処理して

　　います。

１１．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

主要会議体には常勤の監査等委員の出席を求めるとともに、監査等委員会は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、重要書類の閲覧、会計
監査人との定期的及び随時の情報交換を行い、また自らの判断で、外部アドバイザーを活用することができます。

１２．財務報告の信頼性を確保するための体制

当社及び子会社は財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制シス
テムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行います。

１３．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制整備について

当社及び子会社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、断固たる行動をとるものとし、一切の関係を遮断すること
を「ＵＭＣグループ行動規範」に定め、基本方針とする。また、「反社会的勢力との関係遮断に関する規程」を制定し、ＣＳＲ推進部統括のもと「反社
会的勢力排除マニュアル」に基づく管理を徹底するとともに、適宜に警察・顧問弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ速やかに対応しま
す。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社及び子会社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、断固たる行動をとるものとし、一切の関係を遮断するこ
とを「ＵＭＣグループ行動規範」に定め、基本方針とする。また、「反社会的勢力との関係遮断に関する規程」を制定し、ＣＳＲ推進部統括のもと「反
社会的勢力排除マニュアル」に基づく管理を徹底するとともに、適宜に警察・顧問弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ速やかに対応し
ます。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の整備及び運用状況について

　（１）適時開示体制の整備に向けた取り組み

　　　当社は、会社の重要事項を適切かつ速やかに開示することを通して、経営の公正性、透明性を向上させ、上場を目指す企業としての責務

　　　を果たし、企業価値向上を図ることを情報開示の基本方針としています。この方針のもと、会社情報の適切かつ速やかな開示のための

　　　体制や、コンプライアンス、情報管理、リスク管理、内部通報制度等の各種規程類を整備し、各拠点からの情報収集体制も構築しており

　　　ます。

　　　また、適時開示体制等の整備及び運用方針については、各拠点の情報取扱責任者(拠点長)を定めた上で、本社の情報開示担当部門が

　　　決定事実及び発生事実を取り纏め、代表取締役社長及び取締役会の承認を得た後に速やかに開示する体制を構築しております。

　（２）適時開示担当組織の状況

　　　担当部門名　　　管理本部　経営企画部

　　　情報開示担当役員　取締役副社長　副社長執行役員　管理本部本部長　仙波　陽平

　（３）適時開示手続き

　　　（a）決定事実に関する情報

　　　　　情報開示担当役員は、取締役会(毎月１回及び必要に応じ随時開催)の付議事項を予め入手するとともに当該会議終了後遅滞なく

　　　　　その議事録を入手して、適時開示の対象となる重要事実の有無を検討し、該当があれば、取締役会の承認を得た後、直ちに開示資料

　　　　　を作成し開示します。

　　　（b）発生事実に関する情報

　　　　　該当事実が発生した場合は、各業務の部門長は情報開示担当役員に報告します。情報開示担当役員は必要な情報を収集し事実関係

　　　　　を把握、関係部門と協議の上で公表の必要性について判断し、公表の必要があれば代表取締役社長の承認を得て、速やかに公表いた

　　　　　します。

　　　（c）決算に関する情報

　　　　　経理部を中心として、決算開示資料(決算短信、四半期決算短信)の原案を作成し、取締役会の承認を得た後、直ちに資料を開示

　　　　　します。

　　　（d）企業集団に係る適時開示手続き

　　　　　子会社における重要な意思決定は当社の事前承認を得た後に行うこととしております。子会社における決定事実は、子会社の意思

　　　　　決定後、当社の決定事実と同様の手続きで開示します。

　　　　　子会社で発生した重要事実は、各子会社を管掌する部門長を通じ、当社の発生事実と同様の手続きで開示します。



【模式図（参考資料）】
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適時開示に関わる事務フロー （全般） 
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(2)決算に関する情報の適時開示業務フロー 
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